
広報ごか　2025. 12 16

募
　
　
集

相
　
　
談

12
月
の
相
談
窓
口

こ
ど
も
・
お
と
な

　
　

ふ
く
し
心
配
ご
と
相
談

○
日
時　
12
月
９
日
㈫

　
午
後
２
時
30
分
～
午
後
４
時

○
場
所　
役
場
１
階　
小
会
議
室

○
お
問
い
合
わ
せ

【
平
日
】

　
健
康
福
祉
課　
社
会
福
祉
係

　
☎

（84）
０
０
０
６（
直
通
）

【
土
曜
日
】

　
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

煌

　
☎
０
２
９
７

（30）
３
０
７
１

【
日
曜
日
・
祝
日
】

　
青
嵐
荘
つ
く
し
園
相
談
支
援
事
業
所

　
☎
０
２
８
０

（23）
１
１
６
１

消
費
生
活
相
談

○
日
時
・
場
所
（
五
霞
町
）

　
12
月
４
日
㈭

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

　
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

　
役
場
２
階　
第
１
会
議
室

○
日
時
・
場
所
（
境
町
）

　
毎
週
火
・
水
曜
日

　
（
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

　
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

　
境
町
社
会
福
祉
協
議
会

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
課　
く
ら
し
環
境
係

　
☎
(84)
２
５
８
２（
直
通
）

　
急
な
病
気
や
ケ
ガ
で
、
救
急
車
を

呼
ぶ
か
迷
っ
た
と
き
や
、
す
ぐ
医
療

機
関
を
受
診
す
る
べ
き
か
分
か
ら
ず

不
安
な
と
き
は
「
茨
城
県
救
急
電
話

相
談
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
看
護

師
等
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
こ
な
い
、

夜
間
や
休
日
な
ど
に
受
診
可
能
な
医

療
機
関
も
ご
案
内
し
ま
す
。

○
相
談
受
付　
24
時
間
３
６
５
日

【
お
と
な
】
☎
♯
７
１
１
９（
短
縮
）

【
こ
ど
も
】
☎
♯
８
０
０
０（
短
縮
）

　
右
記
で
つ
な
が
ら
な
い
場
合

　
☎
０
５
０（
５
４
４
５
）２
８
５
６　

※
相
談
は
無
料
で
す
が
通
話
料
が
か

か
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
医
療
政
策
課

　
☎
０
２
９（
３
０
１
）３
１
８
６

救
急
車
を
呼
ぶ
か

迷
っ
た
と
き
は
救
急
電
話
相
談

い
ば
ら
き
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
　
in
五
霞
町

　
独
身
の
方
の
出
会
い
の
場
づ
く
り

の
た
め
、
県
が
労
働
団
体
と
共
同
で

設
立
し
た
組
織
で
す
。
セ
ン
タ
ー
で

は
、
結
婚
相
談
・
登
録
会
を
開
催
し

ま
す
。

○
出
張
相
談
会

　
結
婚
を
希
望
す
る
独
身
の
方
や
ご

家
族
な
ど
、
ど
な
た
か
ら
の
相
談

に
も
対
応
し
ま
す
。

　
（
相
談
無
料
・
予
約
不
要
）

○
出
張
登
録
会

　
セ
ン
タ
ー
の
入
会
登
録
手
続
き
が

お
こ
な
え
ま
す
。
事
前
に
セ
ン
タ

ー
か
ら
入
会
申
込
と
、
来
所
予
約

（
出
張
登
録
会
）
を
お
こ
な
っ
て

く
だ
さ
い
。

○
日
時　
12
月
20
日
㈯

　
午
前
10
時
30
分
～
午
後
４
時

○
場
所　
中
央
公
民
館

○
お
問
い
合
わ
せ

　
（
一
社
）い
ば
ら
き
出
会
い
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
９（
２
２
４
）８
８
８
８

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
健
診

補
助
金
追
加
募
集

　
令
和
７
年
度
の
人
間
ド
ッ
ク
・
脳

ド
ッ
ク
健
診
者
へ
の
補
助
金
の
申
請

を
受
付
け
ま
す
。

○
対
象
者　
次
の
全
て
の
要
件
に
該

当
す
る
方

①
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
方

　
（
令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
）

②
健
診
を
受
診
す
る
日
に
30
歳
以
上

74
歳
以
下
の
方

③
町
が
指
定
す
る
医
療
機
関
で
受
診

す
る
方

④
過
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
を
完

納
し
て
い
る
方

○
補
助
金　
１
人
１
５
，０
０
０
円

○
注
意
点

・
電
話
で
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
町
の
特
定
健
診
を
受
診
さ
れ
た
方

や
、
受
診
前
に
国
民
健
康
保
険
を

脱
退
さ
れ
た
方
は
、
補
助
金
は
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

○
受
付
期
間

　
12
月
８
日
㈪
午
前
８
時
30
分
～

　
12
月
19
日
㈮
午
後
５
時
15
分

【
申
込
み
フ
ォ
ー
ム
に
よ
る
受
付
】

【
来
庁
に
よ
る
受
付
】

　
資
格
確
認
書
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
も
っ
て
町
民
税
務
課

②
番
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
（
役
場
閉
庁
日
を
除
く
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課　
保
険
係

　
☎
(84)
１
９
６
５（
直
通
）

24時間受付


